
No. 議案等番号 件　　　　　　名 担当課 説　　　　　　明

1 議案第34号
令和５年度秦野市一般会計歳入歳出決算の
認定について

財政課

　地方自治法第２３３条第３項の規定により、議会の認定に付すもの

　決算見込額　歳入：  59,666,869,299円
　　　　　　　歳出：　57,094,835,793円
　　　歳入歳出差引：　 2,572,033,506円

2 議案第35号
令和５年度秦野市水道事業会計利益剰余金
の処分及び決算の認定について

経営総務課

　利益剰余金の処分について地方公営企業法第３２条第２項の規定により
議会の議決を、決算について同法第３０条第４項の規定により議会の認定
を、それぞれ求めるもの

　決算見込額　収益的収入：　2,858,531,497円
　　　　　　　収益的支出：　2,600,653,108円
　　　　　　　資本的収入：　　649,829,774円
　　　　　　　資本的支出：　1,707,770,646円

3 議案第36号
令和５年度秦野市公共下水道事業会計利益
剰余金の処分及び決算の認定について

経営総務課

　利益剰余金の処分について地方公営企業法第３２条第２項の規定により
議会の議決を、決算について同法第３０条第４項の規定により議会の認定
を、それぞれ求めるもの

　決算見込額　収益的収入：　5,197,803,398円
　　　　　　　収益的支出：　4,739,983,057円
　　　　　　　資本的収入：　　794,155,452円
　　　　　　　資本的支出：　2,935,435,412円

4 議案第37号
令和５年度秦野市国民健康保険事業特別会
計歳入歳出決算の認定について

国保年金課

　地方自治法第２３３条第３項の規定により、議会の認定に付すもの

　決算見込額　歳入：　17,240,258,248円
　　　　　　　歳出：　17,187,741,709円
　　　歳入歳出差引：　 　 52,516,539円

5 議案第38号
令和５年度秦野市介護保険事業特別会計歳
入歳出決算の認定について

高齢介護課

　地方自治法第２３３条第３項の規定により、議会の認定に付すもの

　決算見込額　歳入：  13,740,792,960円
　　　　　　　歳出：　13,540,661,963円
　　　歳入歳出差引：　　 200,130,997円
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6 議案第39号
令和５年度秦野市後期高齢者医療事業特別
会計歳入歳出決算の認定について

国保年金課

　地方自治法第２３３条第３項の規定により、議会の認定に付すもの

　決算見込額　歳入：   2,890,389,616円
　　　　　　　歳出：　 2,723,283,818円
　　　歳入歳出差引：　　 167,105,798円

7 議案第40号
秦野市国民健康保険条例の一部を改正する
ことについて

国保年金課

　国民健康保険法の一部改正により、国民健康保険の被保険者証が廃止され
ることに伴い、被保険者証の返還に応じない場合に過料を科す規定を削除す
るとともに、字句の整理を行うため、改正するもの。
　施行日　令和６年１２月２日

8 議案第41号
秦野市建築基準条例の一部を改正すること
について

建築指導課

　建築基準法及び建築基準法施行令の一部改正に伴い、次のとおり改正する
とともに、字句の整理を行うもの。
 (1)　耐火建築物の主要構造部を特定主要構造部に改めること及び準耐火
　　構造に特定主要構造部を耐火構造としたものを追加すること。
 (2)　火熱遮断壁等で区画された２以上の建築物の部分について、防火規
　　制の適用上、それぞれ別の建築物とみなすこと。
　施行日　公布の日

9 議案第42号
令和６年度秦野市一般会計補正予算（第３
号）を定めることについて

財政課 　歳入歳出補正見込額　204,170千円

10 議案第43号
令和６年度秦野市介護保険事業特別会計補
正予算（第１号）を定めることについて

高齢介護課 　歳入歳出補正見込額　226,374千円

11 報告第21号
令和５年度秦野市一般会計継続費精算報告
書

財政課 　秦野市・伊勢原市共同消防指令センター（仮称）施設等整備事業費

12 報告第22号
令和５年度秦野市公共下水道事業会計継続
費精算報告書

経営総務課 　処理場耐震化・更新事業費（汚泥処理監視制御設備）

13 報告第23号
令和５年度秦野市健全化判断比率及び資金
不足比率について

財政課
 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１
項の規定により、令和５年度決算に基づく秦野市健全化判断比率及び資金不
足比率について報告するもの。

条例一部改正

条例一部改正
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